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障害児入所施設 指定事業所数、児童数

福 祉 型 医 療 型

合 計
知的児

自 閉
症 児

盲児
ろうあ
児

肢 体 不
自 由 児

自 閉
症 児

肢 体 不
自 由 児

重 症 心 身
障 害 児

指定事業所数 235 4 6 7 8 ３ 55(15) 209(73) 527

定 員 7,621 67 108 155 262 78 2,951(924) 19,060(6,600) 30,302

現 員 5,910 46 73 78 189 34 1,133(347) 6,105(2,153) 13,568

児童数 4,613 43 68 70 163 34 918(207) 1,911(572) 7,820

措置 3,032 13 65 53 111 15 259(64) 555(142) 4,103

契約 1,581 30 3 17 52 19 659(143) 1,356(430) 3,717

1 8歳以上 1,297 3 5 8 26 0 215(140) 4,194(1,581) 5,748

１

指定事業所数
入所児童数（現員）

児童 １８歳以上 合計

福祉型 ２６０ ４，９５７ １，３３９ ６，２９６

医療型 ２６７（８８）
２，８６３
（７７９）

４，４０９
（１，７２１）

７，２７２
（２，５００）

出典：厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室調べ（平成３１年１月１７日時点）

１．障害児入所施設の現状

※ 括弧内は国立病院機構の施設数又は人数の内数

速報値

※ 重症心身障害児の定員には療養介護も含まれている。



２．入所児童年齢
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３．入所経路

入所経路であるが、福祉型、医療型共に家庭からが一番多い。
続いては、福祉型は、児童相談所一時保護、児童養護施設、乳児院となっている。
医療型は、GCU、病院の医療機関、他の医療型入所施設、乳児院からの入所となってい
る。

現 状
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４． 入所理由

入所理由としては福祉型、医療型共に、措置では虐待（疑いあり）、保護者の養育力不足が
多い。契約では、保護者の養育力不足が多くなっている。

現 状
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５．合併障害の割合

・知的障害児施設においても、自閉症を主とする「発達障害」児もしくは「発達障害」を伴う児が多い傾向がある。

・施設種別としては「盲ろう児を主な対象とする」施設においても、視覚、聴覚だけでなく、知的障害を合併する、あるい

は知的障害が主な障害である児童が多く、発達障害を合併する児童も存在する。

・「肢体不自由児を主な対象とする」施設では、福祉型、医療型のいずれにおいても、知的障害のある児童が多数で

ある。福祉型肢体不自由児施設において重症心身障害児が１４．５％であり、医療型肢体不自由児施設において、重

症心身障害児が４０％である。

現 状

５

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

合併障害の割合（福祉型）

知的 盲ろう 福・肢体 福・自閉

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

合併障害の割合（医療型）

医・肢体 医・自閉 医・重症 国・重症

参照：平成２８・２９年度厚生労働科学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」総合研究報告書（回収率：５７．３％）



６． 被虐待児童

入所児童のうち被虐待児は、全体では入所児童の31.5％である。
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参照：平成２８・２９年度厚生労働科学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」総合研究報告書（回収率：５７．３％）
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それまではその他の心身障害へ含まれていた可能性がある。

７． 児童養護施設における障害等のある児童の増加

社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設におい
ては２８．５％が、障害ありとなっている。

児童養護施設における障害等のある児童数と種別

２８．５％

児童養護施設入所児童等調査結果
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８．家庭外泊、帰省の状況

外泊、帰省（平成２７年４月～２８年３月実績）は外泊、帰省なしが措置では５１％、契約１５％。加えて、年に１
～２回程度が措置、契約共に２８％となっている。理由として一番多いのは、家庭状況から帰せない５７％と
なっている。
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は家庭復帰が最も多く、次いで療養介護への移行となっている。
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１０． 過齢児の現状

・過齢児の人数は、平成３０年１月時点では１，６５２人だったが、平成３１年１月時点で
は１，３３９人となっている。主に知的障害児施設に在籍している。

現 状
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全体数：１，３３９人

出典：厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室調べ（平成３１年１月１７日時点）



（参考）現行制度の概要



・ 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童（発達障害児を含む）
＊手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
＊３障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能（ただし、医療型の対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児）

○ 平成２３年度まで各障害別に分かれていた障害児入所施設については、平成２４年度から「障害児入所
施設」として一元化し、重複障害等への対応の強化を図るとともに、自立に向けた計画的な支援を提供。
○ 従来の事業形態等を踏まえて、①福祉型障害児入所施設、②医療を併せて提供する医療型障害児入所
施設の２類型。

１．対象者

２．様々な障害や重複障害等に対応

・ 「障害児入所施設」として一元化される前の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害児
以外の障害児を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援を提供。

・ １８歳以上の障害児施設入所者は、障害者施策（障害者総合支援法の障害福祉サービス）で対応することを踏まえ、自
立（地域生活への移行等）を目指した支援を提供。

３．１８歳以上の障害児施設入所者への対応

・ 障害者総合支援法の障害福祉サービスにより年齢に応じた適切な支援を提供。

＊引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満２０歳に達するまで利用することが可能。

障害児入所支援の概要
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■基本報酬

■ 主として知的障害児を入所させる施設（利用定員に応じた単位を設定） 444～891単位
■ 主として自閉症児を入所させる施設（利用定員に応じた単位を設定） 592～787単位
■ 主として盲児を入所させる施設（利用定員に応じた単位を設定） 435～830単位
■ 主としてろうあ児を入所させる施設（利用定員に応じた単位を設定） 434～826単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設（利用定員に応じた単位を設定） 702～747単位

■主な加算

児童指導員等加配加算
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指
導員等の有資格者を加配した場合に加算
（利用定員，提供児童等に応じた単位を設定）
・理学療法士等 8～151単位
・児童指導員等 6～112単位

小規模グループケア加算（240単位）
→ 障害児に対して、小規模なグループによ
るケアを行った場合に加算

福祉専門職員配置等加算（4～10単位）
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の
資格保有状況に応じて加算、➁児童指導
員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以
上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以
上

○主な人員配置○サービス内容

■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の
指導及び知識技能の付与を行う。

■ 児童指導員及び保育士
・ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上
・ 主として盲児又はろうあ児を入所させる施設

乳児又は幼児 4:1以上
少年 5:1以上

・ 主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上

■ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○報酬単価（平成30年４月～）

福祉型障害児入所施設
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■基本報酬

■ 主として自閉症児を入所させる施設 349単位（有期有目的の支援を行う場合（入所日数に応じた単位を設定） 317～ 417単位）

■ 主として肢体不自由児を入所させる施設 173単位（有期有目的の支援を行う場合（入所日数に応じた単位を設定） 158～ 204単位）

■ 主として重症心身児を入所させる施設 909単位（有期有目的の支援を行う場合（入所日数に応じた単位を設定） 820～1,095単位）

■主な加算

心理担当職員配置加算（26単位）
→ 心理担当職員を配置している場合に加算。公認心
理士を配置している場合は、さらに10単位を加算
※ 主として重症心身障害児を入所させる施設及び
指定発達支援医療機関を除く。

小規模グループケア加算（240単位）
→ 障害児に対して、小規模なグループに
よるケアを行った場合に加算

福祉専門職員配置等加算（4～10単位）
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福祉
士、介護福祉士又は精神保健福祉士の資格
保有状況に応じて加算、➁児童指導員又は
保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は
勤続3年以上の常勤職員が30%以上

○主な人員配置○サービス内容

■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対し
て、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

■ 児童指導員及び保育士
・ 主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・ 主として肢体不自由児を入所させる施設

乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上

・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上

■ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○報酬単価（平成30年４月～）

医療型障害児入所施設
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児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜障害者自立支援法 ＞＞

＜＜児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を
行っているもの

＜＜児童福祉法 ＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた体系（給付）について、通所・入所
の利用形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】

平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化について
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